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▶�新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入

等が一定以上減少したとき

【介護サービス利用者負担の減免】

災害等の特別な理由により、介護サービス費用

の負担が困難な人は、申請により利用者負担金

の減免を受けることができる場合があります。

【居住費（滞在費）・食費の軽減】

低所得などの理由により、施設入所・ショートス

テイに係る居住費（滞在費）・食費の負担を軽減

できる場合があります。

上記の減免・軽減制度には条件がありますので、

申請の前に相談ください。

【徴収業務の一部民間委託】

介護保険料の徴収業務を一部委託しているため、

民間業者が電話や訪問をすることがあります。

■問い合わせ　高齢介護課　☎38-2046

「新しい生活様式」の実践例

新型コロナウイルス再度
の感染拡大を予防するた
めに「新しい生活様式」を
日常生活に取り入れま
しょう。

新 し い
生 活 様 式
に カ エ ル

新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止・延期する場合は、速やかに市ホームページ等でお知らせします。

地域福祉計画策定市
民会議の委員を募集
第４次芦屋市地域福祉計画策定のための市民委

員を募集します。

■募集人数　５人程度
■�任期　８月17日～令和３年１月31日（４～５
回２時間程度）

■委員報酬　なし（交通費支給）
■�応募資格　市内在住・在勤・在学の18歳以上
の人

■�応募方法　応募用紙（様式自由）に住所・氏
名・電話番号・生年月日を記入し、「互いに

支え合う地域づくり」をテーマとした作文

（800字程度）を添付し、７月６日～ 31日に

郵送・ファクスまたはＥメールで下記へ提

出してください。

※応募用紙は返却しません。

※選考委員会で決定し、本人に通知します。

■�問い合わせ　地域福祉課　☎38 - 2 1 5 3
（〒659-8501�住所不要/悪info@city.ashiya.lg.jp)

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の
                           お 知 ら せ

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者
全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の軽減割合

平成
31年度

令和
２年度

令和
３年度

33 万円以下 8.5 割 7.75 割 7 割

うち、世帯の被保険者
全員の各種所得なし 8割 7割

保険料額決定通知書、被保険者証、限度額適用

（・標準負担額減額）認定証を送付します

【保険料額決定通知書】

令和２年度の保険料額決定通知書を、７月中旬に

送付します。

※�６月以降に75歳になる人や、新たに後期高齢者

医療制度に加入する人には、８月以降に通知書

を送付します。

【被保険者証、限度額適用（・標準負担額減額）認定証】

新しい被保険者証を、７月中旬に送付します。

認定証をお持ちで、引き続き対象となる人には、被

保険者証と併せて新しい認定証を送付します。

８月１日からは、新しい被保険者証、認定証を医

療機関等の窓口で提示してください。

【保険料の均等割軽減特例措置の見直し】

本来は７割軽減ですが、特例により８割または8.5

割軽減が適用されていた均等割軽減特例につい

て段階的に特例が廃止されます。

【保険料の減免】

以下の理由で保険料を納めることが困難な事情

が生じた人は、申請により保険料の減免を受け

られる場合があります。

▶災害で大きな損害を受けたとき

▶失業などで所得が著しく減少したとき

▶新型コロナウイルス感染症により生計維持者

　が死亡または重篤な傷病を負った時や一定以

　上収入が減少したとき

【一部負担金の減免等】

災害等の特別な事由により、一時的に生活困窮

になったとき、申請により医療機関等で支払う

一部負担金が減免または徴収猶予される場合が

ありますので、ご相談ください。

【保険料徴収業務の一部民間委託】

保険料の徴収業務を一部委託しているため、民

間業者が電話や訪問をすることがあります。

■�問い合わせ　保険課後期高齢者医療係　☎
38-2037/ 兵庫県後期高齢者医療広域連合事

務局コールセンター　☎ 078-326-2021

新 た な 行 財 政 改 革 の
        構 想 を ス タ ー ト
これからの芦屋市は、人口減少に伴う社会保障

費の増加・施設等の老朽化対策・新型コロナウィ

ルスによる経費の増大など、さまざまな要因に

より大きな変容が見込まれます。

令和３年からスタートする新行財政改革では、

今後の20年を見据えた長期的な取り組みによ

り持続可能な行政サービスのあり方を検証し、

より効率的・効果的な行財政改革を推進します。

第１期（令和3～ 7年度）では、達成すべき具体

的なゴールを設定し、「できること」だけではな

く「やるべきこと」を洗い出し、ゴールの実現に

向けた取り組みを最優先に進めます。

■問い合わせ　マネジメント推進課　☎38-2172

防 災 情 報 マ ッ プ を 使 っ て
いざというときに備えましょう
７月中旬にご自宅へ土砂災害・津波防災情報マップ

をお届けします。今年度は避難行動をイメージでき

るよう防災情報マップを改訂しておりますので、お

手元に届きましたら、ぜひ活用してみましょう。

【防災情報マップでできること】

▶�危険箇所や避難所、防災に関する設備や施設

を把握しましょう。

▶自分や家族の避難先、避難方法、避難のタイミ

　ングなどを確認しましょう。

　※�避難所に行くことだけが避難ではありませ

ん。安全な場所に住んでいる人は、「在宅避

　　難」も選択できます。また、「安全な親せきや

　　友人宅へ避難する」ことも有効な避難方法です。

▶必要な情報には解説を掲載していますので、知

　識を蓄え、理解を深めましょう。

新型コロナウイルス感染症の拡大を避けるために

も、自宅が安全な場所

かどうかを確認し、「自

分はどこに避難するの

か」を改めて見直しま

しょう。

■問い合わせ　防災安全課　☎38-2093


